
とくしま創業促進事業執行団体補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 知事は、県内研究機関の技術シーズを活用したスタートアップのロールモデルの創

出等、デジタル技術を活用して地域の社会的課題解決につながる効果的な創業及び 

Society5.0 関連業種等の付加価値の高い産業分野においてデジタル技術を活用した事業

承継又は第二創業（以下｢創業等｣という。）を促進するため、創業等を行う者（東京圏・大阪

圏等からの移住者を含む（以下「創業者」という。））に対して、とくしま創業促進事業執行団体

（以下「補助事業者」という。）を通じて事業の立ち上げや伴走支援に要する経費について、予算

の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、徳島県補助金交付規則

（昭和５８年徳島県規則第５３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めると

ころによる。 

 

（補助事業者） 

第２条 知事は公募により補助事業者を選定することとし、応募要件及び選定方法については別に

定める。 

 

（補助対象事業及び補助対象経費等） 

第３条 補助金の対象事業及び対象経費は、別表に掲げるものとする。 

２ 間接補助金交付事業は、デジタル技術を活用して地域課題の解決を図る事業として、県内に

おいて地域再生計画に定める社会的事業分野に取り組む創業者（以下「間接補助事業者」とい

う。）を対象とする。 

３ この補助金の交付額は、第１項に定める補助対象経費のうち、知事が必要かつ適当と認めた額 

とする。 

 

（補助金交付の申請） 

第４条 規則第３条の補助金交付申請書は、様式第１号による。 

２ 規則第３条の知事が定める書類は、次に掲げるとおりとする。 

（１）事業計画書 

（２）その他知事が必要と認める書類 

３ 規則第３条の知事が定める期日は別に定める。 

４ 補助事業者は、規則第３条の補助金交付申請書を提出するに当たって、各事業実施主体に 

おいて当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税等相 

当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除 

できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率 

を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合は、これを減額して 



申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相 

当額が明らかでない事業実施主体についてはこの限りでない。 

 

（交付決定における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の取扱） 

第５条 知事は、第４条第４項により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額に

ついて減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該

消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。 

２ 知事は、第４条第４項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消 

費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこ

ととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。 

 

（補助金の交付の条件） 

第６条 規則第５条第１項各号に掲げる事項、規則第１５条の２に規定する事項及び次の

各号に掲げる事項は、補助金の交付の決定の条件となる。 

（１） 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を知事の承認を受けて処分した

場合において、相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を県に納付

させることがある。 

（２） 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び資材、機械等は、補助事業

の完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を

図らなければならない。 

 

（軽微な変更） 

第７条 規則第５条第１項第１号の知事の定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとす

る。 

（１） 区分に基づき配分された額を変更しても、補助金交付の目的の達成に支障がない

と認められる場合。ただし、補助金額の２０パーセントを超える場合を除く。 

（２） 経費の目的を実質的に変更するものでない場合。ただし、補助金額の２０パーセ

ントを超える場合を除く。 

２ 規則第５条第１項第２号の知事の定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 事業の内容を変更しても、当該事業の目的及び仕様に及ぼす影響が軽微で、か

つ、その方が効果的である場合で、補助額が変わらない場合。 

（２） 補助金の交付の目的及び補助事業の能率に関係のない事業計画の細部の変更であ

り、かつ、補助額が変わらない場合。 

 

（変更の承認の申請等） 

第８条 規則第５条第１項第１号から第３号までの規定による知事の承認を受けようとす



る者は、様式第２号による補助事業変更（中止・廃止）承認申請書を知事に提出しな

ければならない。 

２ 規則第５条第１項第４号の規定による知事への報告をしようとする者は、その理由及

び補助事業の遂行の状況を記載した書類を知事に提出しなければならない。 

 

（事業が予定期間内に完了しない場合等の報告） 

第９条 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった

場合には、速やかに様式第３号による補助事業遅延等報告書を知事に提出し、その指示を受

けなければならない。 

 

（状況報告） 

第１０条 知事は、必要があると認めるときは、補助事業の遂行の状況に関し、様式第４号による

補助事業遂行状況報告書の提出を求めるものとする。 

 

（実績報告書等） 

第１１条 規則第１１条の規定による実績報告は、様式第５号のとおりとし、補助事業の完了の日

若しくは廃止の承認を受けた日から起算して３０日を経過した日又は交付の決定のあった年度

の３月３１日のいずれか早い期日までにしなければならない。 

２ 第４条第４項ただし書により交付の申請を行った補助事業者は、実績報告の提出前に当該補 

助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額

するよう手続を行うものとする。 

３ 第４条第４項ただし書により交付の申請を行った補助事業者は、第１項の実績報告書を提出し 

た後において、消費税等の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定

した場合においては、当該金額を様式第７号により、速やかに知事に報告しなければならない。 

４ 前項の場合において、知事は、補助金を返還させることが相当であると認めるときは、補助事 

業者に対して、当該消費税等相当額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１２条 規則第１２条の規定による通知を受けた補助事業者は、様式第６号による補助金請求

書に当該通知に係る通知書の写しを添えて知事に補助金の請求をしなければならない。 

 

（補助金の支払） 

第１３条 知事は、補助事業者に対し、前条の補助金請求書等を受理した後に、補助金を支払う

ものとする。 

（補助金の概算払） 

第１４条 知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に



対し、補助金の交付決定額の２分の１以内の範囲において、概算払により交付することがある。 

２ 補助事業者は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、様式第６号による

補助金請求書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

（１）概算払請求理由書 

（２）その他知事が必要と認める書類 

 

（取得財産の処分の制限） 

第１５条 規則第１７条第２号及び第３号の知事の定める財産は、次に掲げるとおりとす

る。 

（１） 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価１０万円以上の機械及び

器具。 

（２）その他別に定めがあるもの。 

２ 規則第１７条ただし書きの知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する 

省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）を準用する。 

 

（立入検査等） 

第１６条 知事は、補助事業の適正を期するため必要があると認めたときは、事業認定者に報告さ

せ、又は県職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若し

くは関係者に質問させることができる。 

 

（補助金の経理） 

第１７条 補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした証拠の書類を整備

し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日又は廃止の承認を受けた日の属する会計年

度の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

 

（事業継続状況等の報告） 

第１８条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する自らの事業年度の翌年度から起算して

５年間、自らの毎事業年度終了の日から３か月以内に、様式第８号により当該補助事業に係る

創業者の事業継続状況及び収益状況等に関する事業状況報告書を提出しなければならな

い。 

２ 補助事業者は、前項の報告をした場合、その証拠となる書類について当該報告を行った日か 

ら５年間保存しなければならない。 

 

（補則） 

第１９条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、知

事が別に定める。 



 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度の補助金から適用する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年２月２６日から施行し、令和２年度の補助金から適用する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１  この要綱は、令和５年３月８日から施行し、令和５年度の補助金から適用する。 

（経過措置） 

２  この要綱の施行の際、既に旧要綱に基づく補助事業者であったものに対する補助金の交付 

については、旧要綱は、この要綱の施行後も、なお、その効力を有する。 

 

附 則 

１  この要綱は、令和６年３月１１日から施行し、令和６年度の補助金から適用する。 

（経過措置） 

２  この要綱の施行の際、既に旧要綱に基づく補助事業者であったものに対する補助金の交付 

については、旧要綱は、この要綱の施行後も、なお、その効力を有する。 

 

附 則 

１  この要綱は、令和８年３月１１日から施行し、令和８年度の補助金から適用する。 

（経過措置） 

２  この要綱の施行の際、既に旧要綱に基づく補助事業者であったものに対する補助金の交付 

については、旧要綱は、この要綱の施行後も、なお、その効力を有する。 

 

  



別表 

補助対象事業 補助対象経費 補助率 

(1)間接補助金交付事業 【間接補助金の交付対象経費】 

人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、

知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、

委託費、マーケティング調査費、広報費 等 

※人件費については、交付決定を受けた事業に

直接従事する従業員に対して支払う給与・賃金

に限り、代表者や役員の人件費を除く。 

１０／１０以

内 

(2)間接補助事業者の公募、

審査及び補助金の交付手

続、検査等 

人件費※、事務所等借料、謝金、旅費、会議費、

借料、通信運搬費、水道光熱費、消耗品費、雑

役務費、外注費、委託費、広報・周知費、その

他の経費（伴走支援など当補助事業の実施に当

たって必要となる経費） 

※ 補助事業に直接従事する従業員に限る。 

(3)間接補助事業の広報・周

知 

(4)間接補助事業者に対する

伴走支援 

(5)その他、補助対象事業を

より効果的なものとするため

に行う事業のうち知事が必要

と認めるもの 

 


